
７５歳以上の運転免許証更新手続が変わりました！

認知機能検査

～令和４年５月１３日施行～

75歳以上で運転免許（普通自動車対応免許）を保有し、一定の違反歴のある方は、

運転免許証更新時に運転技能検査を受検しなければなりません。

（※大特・小特・二輪・原付のみ保有の方は対象外）

検査の結果が、一定の基準に達しない場合、運転免許証の更新はできません。

認知症のおそれ

なし

高齢者講習【２時間】

（大特等のみは実車無し１時間）

● 講義

● 運転適性検査

● 実車指導

運転技能検査
《繰り返し受検可能》
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認知機能検査と高齢者講習の主な改正点
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【失効】

● 認知機能検査の結果は「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」で判定されます。

●認知機能検査の内容が簡素化されます。

●認知機能検査の受検期間内に医師が作成した認知症に関する診断書等を

公安委員会に提出した場合は検査が免除されます。

● 70歳以上の方の高齢者講習は２時間の講習に一元化されます。

※運転技能検査対象者や大特・小特・二輪・原付免許のみ保有している方は

実車指導が無いため１時間の講習になります。

運転技能検査
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